令和7年11月1日
大阪市北区内　非会員薬局　代表者 様
一般社団法人　大阪市北区薬剤師会
会長　坂東　俊完

「厚生労働省が提唱する、地域医薬品提供体制の確保」に基づく
協議のための連絡会設立についてのお知らせ

平素より地域医療の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
大阪市北区薬剤師会では、地域医薬品提供体制の強化に向け、すべての地域薬局が公平かつ積極的に参画いただける仕組みづくりを心掛けております。
北区の特殊な地域事情を互いに理解し、医療と薬局の連携がより円滑に進み、患者様にとって安心・安全な医薬品提供体制を構築できるようご理解とご協力を賜りたく、下記の通り連絡会の設立に着手いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。
記
1． 協議の課題

厚生労働省が提唱する「地域医薬品提供体制の確保」に基づき、地域包括ケアおよび災害・感染症時対応などに薬局の機能が不可欠となっています。
· 大阪市北区では、ホームページを活用した薬局機能を充実させ、夜間休日対応、在宅医療支援、医薬品備蓄等の取り組みを始めており、これらの体制構築には地域全体での連携が重要です。
· 現在、薬剤師会非会員の薬局については、情報共有や業務連携に検討課題が残る状態です。

２． 協議の目的と内容
非会員薬局を含めた連絡会を設置し、以下の点についてご意見・ご参画について
· 薬局機能リストへ、夜間休日対応リストへの参加の可能性
· 連絡会運営のための各薬局の費用負担
· 医薬品備蓄・緊急供給体制の整備に関する協力　ほか

３．大阪市北区地域薬局連絡会準備会
令和７年11月15日（土）17：15～　下記事務所にて行います。

· 既にホームページ掲載をされている薬局様は、引き続き連絡会の構成員として扱います。連絡会準備会にご参加ください。
· [bookmark: _Hlk212713473]新規参加を希望される場合は、連絡会準備会にご参加ください。

連絡会準備会への参加、ご質問はＱＲコードからお願いいたします。
[image: ]https://forms.gle/Mduyeiq18t3SYCHR9

·  狭い事務所ですので、お荷物は少なめに、各薬局1名のご参加でお願いいたします。
※※ 今後の連絡や変更等はホームページに掲載しますので、必ず参加前にホームページで
ご確認ください。

４．連絡先　　一般社団法人　大阪市北区薬剤師会
〒530-0036　大阪市北区与力町1-5　与力町パークビル8階
TEL： 06-6585-0131 / Emaioky-info@kitayaku.osaka.jp 
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